
議案第１００号

　（総　則）

第１条  令和２年度さいたま市下水道事業会計の補正予算（ 第１号 ）は、次に定めるところによる。

　（資本的収入及び支出）

第２条  令和２年度さいたま市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条に定めた資本的

　収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(単位　千円)

 第１款 資本的収入

　第１項 企業債

　第３項 国庫補助金

(単位　千円)

 第１款 資本的支出

　第１項 建設改良費

　（企業債）

第３条  予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。　

 (起債の目的)　 　 （既決予定額）　　　 　(補正予定額)　　　　 　(　計　）

　公共下水道事業 　   10,759,500千円　 　   △  33,800千円　 　　 10,725,700千円

　合計　　　　　 　   12,684,400千円　 　   △  33,800千円　 　　 12,650,600千円

　　令和２年３月１０日提出

さいたま市長 清　水　勇　人　　

令和２年度さいたま市下水道事業会計補正予算( 第１号 ）

収　　　　　　　　　　入

科          目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

14,094,920 △ 56,300 14,038,620

12,684,400 △ 33,800 12,650,600

820,500 △ 22,500 798,000

支                     出

科          目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

25,551,397 △ 56,300 25,495,097

13,588,858 △ 56,300 13,532,558

－11－


